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○須坂市児童センター運営管理規則 

平成17年３月25日教育委員会規則第１号 

改正 

平成19年３月30日教委規則第２号 

令和元年７月３日教委規則第１号 

須坂市児童センター運営管理規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、須坂市児童センター設置条例（昭和57年条例第１号。以下「条例」と

いう。）第18条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（職員の職務） 

第２条 所長は、業務全般にわたって総括し、所属職員を指揮監督して管理運営に当たる。 

２ 児童厚生員は、所長の指揮監督を受けて施設を利用する児童の個別的、集団的指導に従

事する。 

（休業日及び利用時間） 

第３条 児童センターの休業日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 年末年始 12月29日から翌年１月３日まで 

２ 児童センターの利用時間は、次のとおりとする。 

４月から10月まで 午前10時から午後６時まで 

11月から翌年３月まで 午前10時から午後５時まで 

３ 所長は、前２項の規定にかかわらず、特別な事由があると認める場合は、教育委員会の

承認を得て、休業日及び利用時間を変更することができる。 

（利用の許可申請） 

第４条 条例第５条の許可を受けようとする者は、須坂市児童センター利用申請書（様式第

１号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（安全管理） 

第５条 所長は、児童センターを利用する児童の安全を図るため、適切な対策を講ずるもの

とする。 

（災害防止等） 

第６条 児童センターで火気を使用するときは、所定の場所以外で使用してはならない。 

２ 所長は、別に消防計画を定め児童及び児童センターの防災に努めなければならない。 

（清掃及び整理整頓） 

第７条 児童センターの利用の前後における清掃及び整理整頓は、利用するものの責任にお

いて行い、所長に報告しなければならない。 

（原状回復等） 

第８条 児童センターの利用者は、利用した施設及び設備器具その他の物件をき損し、又は

滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相

当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。 

（帳簿） 

第９条 児童センターには、次に掲げる帳簿を備えておかなければならない。 

(１) 児童センター日誌 

(２) 利用児童名簿 

(３) 児童の指導に関する記録 

(４) 備品台帳 

(５) 図書台帳 

(６) その他児童センター運営管理に必要な帳簿 
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（報告） 

第10条 所長は、毎月の児童センター利用状況を翌月５日までに教育委員会に報告しなけれ

ばならない。 

（指定管理者の申請） 

第11条 条例第８条第２項に規定する申請書は、須坂市児童センター指定管理者申請書（様

式第２号）によるものとし、同項に規定する事業計画書及び書類は、次のとおりとする。 

(１) 須坂市児童センターの管理運営に関する事業計画書（様式第３号） 

(２) 須坂市児童センターの管理運営に関する収支予算書（様式第４号） 

(３) 自主事業予算書（様式第５号） 

(４) 団体概要書（様式第６号） 

(５) 定款、規約その他これらに類する書類 

(６) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書、決算書及び市税に係る納税証明書。

法人以外の団体にあっては、決算書及び当該団体の代表者の市税に係る納税証明書 

(７) その他教育委員会が別に定める書類 

（事業報告書の提出等） 

第12条 条例第12条に規定する事業報告書は、次に掲げる事項を掲載して、毎年度終了後60

日以内に作成し、教育委員会に提出するものとする。ただし、年度途中において条例第14

条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に

当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

(１) 管理業務の実施状況 

(２) 施設の利用状況 

(３) 管理経費の支出状況 

(４) その他教育委員会が別に定める事項 

（補則） 

第13条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に登録を受けている者は、この規則の規定により登録を受けた

ものとみなす。 

附 則（平成19年３月30日教委規則第２号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月３日教委規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前になされた法第244条の２第３項の規定により公の施設の管理を

行わせる法人その他の団体を指定する手続は、この規則の規定によりなされたものとみな

す。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第11条関係） 
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様式第３号（第11条関係） 
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様式第４号（第11条関係） 
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様式第５号（第11条関係） 
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様式第６号（第11条関係） 

 


